


第 7 章 目標達成のために行う事業 

⑰新しい移動サービスの 

導入検討 

 

1.1  課題・目標・事業の対応関係 

前章で設定した目標を達成するために、以下の 16 の事業を検討・実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

課 題 

３. 公共交通を支えるシステムづくり 

・市民への公共交通の利用促進を継続的に行い、

長期的に持続可能な公共交通を目指します。 

・自家用車から公共交通への転換を促進します。 

・運賃収入以外の収入源を確保し、公共交通運営

の安定化を図ります。 

１. スマートウエルネスシティの推進 

・「住んでいるだけで健やかに幸せに暮らせるま

ち」を実現するためのエンジンとして、市民が

自由に移動できる公共交通網を形成します。 

・見附市内を運行する各公共交通の特性に合わせ

て役割を分担し、連携を強化することで、効率

的かつ利便性の高い公共交通網を目指します。 

２. 公共交通の魅力を高める環境づくり 

・バリアフリー化、安全対策などのハード面の整

備を進め、誰もが利用しやすい公共交通を目指

します。 

・市内公共交通の共通時刻表の作成や、Web で

の運行情報提供の改善など、利用しやすい公共

交通の情報提供を目指します。 

目 標 事 業 

■数値目標 

①コミュニティバス年間利用者数 
②路線バス市内運行路線数 
③デマンド型乗合タクシー年間利用者数 
④コミュニティワゴン年間利用者数 
⑤レンタサイクル年間利用者数 
⑥公共交通空白地域の解消率 
⑦公共交通の満足度 
⑧コミュニティバス収支率 
⑨デマンド型乗合タクシー収支率 

⑰-1 自家用車やコミュニティワゴン等を用いたライド 

シェア制度検討 

⑰-2 自動運転バスの研究 

⑰-3 地域資源の活用（企業送迎バスやスクールバスの 

活用）検討 

①コミュニティバスの利便性向上 
①-1 要望が多い時間帯の増便 

①-2 ニーズを踏まえた運行内容の見直し 

②路線バスの利便性向上 ②-1 コミュニティバスとの接続改善 
②-2 ニーズを踏まえた運行内容の見直し【（１）①】 

⑦低床バスの導入 
⑦-1 低床バスの導入 

⑦-2 低床バス走行ルートの優先的な補修修繕 

⑨見附駅周辺整備 ⑨ 見附駅周辺整備 

⑩自転車利用環境の整備 
⑩-1 自転車走行空間の整備 
⑩-2 車両誘導看板の整備 

⑫利用しやすい情報提供や 
決済システムの整備 

⑫-1 Web での運行情報提供の改善 

⑫-2 電子決済の導入検討【（２）①】 

⑫-3 GTFS データの整備 

⑫-4 共通時刻表の作成 

⑯交通ドライバーの確保支援 

 

⑯ ドライバーへの資格取得・確保支援 

⑬公共交通に関する PR、 

モビリティマネジメントの推進 

⑬-1 広報やコミュニティかわら版での PR 

⑬-2 出前講座等の実施 

⑬-3 運転免許返納者への支援継続 

⑬-4 小中学生の公共交通利用促進施策 

 

③デマンド型乗合タクシーの 
利便性向上 

③-1 分かりやすい情報提供の実施 

③-2 効率的で持続可能な運行内容への見直し【（２）②】 

⑧コミュニティバスの車両 
ラッピング 

⑧-1 車外ラッピングの継続 
⑧-2 車内展示イベントの実施 

⑥公共交通の連携強化 
⑥-1 各公共交通の接続改善【（１）②】 

⑥-2 交通結節点の機能強化 
 

⑪レンタサイクルの利便性向上 ⑪-1 PiPPA の導入※R6.9 にサービス終了 
⑪-2 レンタサイクル事業の継続検討 

 

⑮持続可能な運行に向けた 
収入源の確保 

⑮-1 適正な運賃のあり方検討 

⑮-2 広告掲載の継続 

⑤コミュニティワゴンの活用 
⑤-1 コミュニティワゴン事業の継続 
⑤-2 地域コミュニティでの活用促進 
 

⑭地域事業者・イベントとの連携 
⑭-1 地域事業者と連携した利用促進 

⑭-2 イベントと連携した利用促進 

１. 交通手段の連携強化、ネットワーク形成 

・分野を超えた多様な地域関係者との共創体制を構

築し、便利で利用しやすい公共交通ネットワーク

を形成する必要があります。 

２.地域特性に合わせた効率的な公共交通 

・地域の状況や、市民のニーズに合わせた運行によ

り、利便性を高める必要があります。 

・効率的で、持続可能な公共交通網を形成する必要

があります。 

３.安心・安全かつ快適な利用環境の確保 

・バリアフリー化などにより、誰もが安心・安全か

つ快適に利用できる環境を整備する必要があり

ます。 

・分かりやすい情報提供が必要です。 

４.地域活性化との連携 

・市内の観光・交流施設やイベント等と連携し、公

共交通を利用した外出機会を創出する中で、地域

内での経済循環を促進する必要があります。 

５.持続可能な運営体制の整備 

・公共交通を長期的に持続可能なものとするため、

市民への利用促進を図る必要があります。 

・運賃収入以外の収入源の確保とともに、適正な運

賃のあり方を検討していく必要があります。 

・深刻なドライバー不足によるサービス低下を防ぐ

ためにも、デジタル技術や地域資源の活用による

新たな運行体制を検討する必要があります。 

・こどもたちが使いやすく、利用したいと思える環

境を整備する必要があります。 

④夜間の移動サービスの確保 ④-1 夜間の移動サービスの確保に向けた実証及び検討
【（２）③】 

④-2 夜間のタクシー維持に向けた支援 

資料５－２ 

・下線赤字利便増進実施事業 

・【】内は資料 5－1記載の事業番号 
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